
例　

山口線利用促進事業

補助事業の概要
児童・生徒等が参加する遠足や、社会見学、修学旅行、
親睦旅行、スポーツ交流会等のうち、JR山口線を利用
する活動について、運賃等の一部を助成します。

補助対象
山口市、津和野町、吉賀町、益田市のいずれかの市町に所在する
幼稚園、保育園、認定こども園、小・中学校、特別支援学校、高校、短大及び大学
または主に園児、児童、生徒及び学生で構成される3人以上の団体・グループ

補助対象経費
①乗車区間（山口線区間）の運賃　※特急料金を含みます
　※団体割引の申請等される場合にはお早めに JR西日本 へご相談ください
②JR山口線の駅までの移動に係る経費
　※路線バス、貸切バス、タクシー等での移動にかかる経費

補助金額

益田市から山口市へ「特急スーパーおき」に乗っての遠足（益田駅と山口駅の往復）
おとな2名、こども（小学生）8名の場合
各 運 賃　 6,080円＝3,040円（おとな）×2名／12,160円＝1,520円（こども）×8名
特急料金　 6,920円＝3,460円（おとな）×2名／13,760円＝1,720円（こども）×8名
運賃合計　38,920円＝6,080円+12,160円＋6,920円＋13,760円
補助金額　19,460円＝38,920円×1/2  

①運賃・特急料金の1/2 （10円未満切捨）

②JR山口線の駅までの移動に係る経費の1/2 （上限5万円）

例　

目的地とJR山口線の最寄駅間の移動に路線バスやタクシー貸切バスなどを利用した
場合の経費も対象です。
ただし、利用には条件がありますので、お住まいの自治体へお問い合わせください。

山口線利用促進協議会

補助対象乗車期間 令和8年3月15日日令和7年4月1日火
※予算額に達した時点で受付を終了します

学校の遠足・社会見学、スポーツクラブの遠征、子ども会の行事、学生サークル・
仲良しグループの旅行など ※一家族での利用はできません

補助金のご案内補助金のご案内

JR山口線に乗って行こう!!JR山口線に乗って行こう!!みんなで

お問い合わせ 申込方法などの詳細については、お住まいの自治体へお問い合わせください。
■山 口 市  交 通 政 策 課　TEL 083-934-2729　FAX 083-934-2654
■津和野町  つわの暮らし推進課　TEL 0856-74-0092　FAX 0856-74-0002
■吉 賀 町  企　　画　　課　TEL 0856-77-1437　FAX 0856-77-1891
■益 田 市  観 光 交 流 課　TEL 0856-31-0331 　FAX 0856-23-4655

申請書の
様式などは
こちらから

令和7年度

★児童・生徒を含む３人以上の
　グループが対象です。
★特急料金や駅までの移動に
　係る経費も対象です。

ポイント!!

山口市 徳佐八幡宮のしだれ桜

津和野町 殿町通り

吉賀町 大井谷の棚田

益田市 いちご狩り


